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改正 令和 ２年 ４月 １日 

改正 令和 ３年 ４月 １日 

改正 令和 ４年 ４月 １日 

改正 令和 ５年 ４月 １日 

改正 令和 ６年 ４月 １日 

改正 令和 ７年 ４月 １日 

改正 令和 ８年 ４月 １日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、仕事で新たに必要となるスキルや知識の習得及び地域課題解決に繋がる

資格取得を支援し、求職者の就職機会の増加及び市内事業者の競争力強化や生産性の向上を

図ることを目的に、資格を取得した者に対し、資格取得支援助成金（以下「助成金」とい

う。）を交付することについて、由利本荘市補助金等の適正に関する条例（平成 17 年由利

本荘市条例第 53 号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

  

（定義） 

第２条 この要綱において「資格」とは、業務で必要な知識・技能の習得や就業機会の拡大に

資する資格又は免許で、教育訓練給付制度のうち特定一般教育訓練で取得可能なものをい

う。 

 

 （交付対象者） 

第３条 助成金交付の対象となる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者又は市長が特に認

めた者とする。 

 (１) 受講開始時において求職中又は由利本荘市内の事業所に現に勤務している市民 

(２) 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に資格を取得した者 

 (３) 資格の取得に係る経費を支払い済みの者 

 (４) 由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関する条例（平成２５年由利本荘市条例第８

号）第２条及び第４条並びに由利本荘市納税等に係る公平性の確保の特例に関する規

則第２条及び第４条の規定による制限措置に該当しない者であること。 

 

（対象経費） 

第４条 助成金交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、資格の取得に要した

経費のうち、次の各号に定めるものとする。 

 (１) 研修等の受講料（教材費含む） 



 (２) 受験料 

 (３) 資格の登録料 

  

（交付額等） 

第５条 助成金の交付額は、対象経費に３分の１を乗じて得た額と４万円とを比較していずれ

か低い方の額とし、予算の範囲内で交付する。 

２ 助成金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

３ 助成金の交付は、１人につき年度内１回限りとする。 

 

（交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、由利本荘市資格取

得支援助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、資格を取得した日の翌

日から起算して３箇月以内に市長に提出しなければならない。 

 (１) 研修等の概要を記した書類の写し 

 (２) 対象経費の領収書の写し 

 (３) 資格を取得したことが証明できる書類の写し 

  (４) 運転免許証等、身分を証明するものの写し 

 (５) 由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関する条例施行規則（平成２５年由利本荘市

規則第４１号）第３条第２項で定める納税等状況調査同意書及び由利本荘市納税等に

係る公平性の確保の特例に関する規則（平成２８年由利本荘市規則第３４号）第８条

第２項で定める特例措置に係る市税等の納税等状況調査同意書 

 (６) 求職者の場合、雇用保険受給資格者証等の求職中であることが分かる書類の写し 

 (７) 在職者の場合、在職証明書（様式第２号） 

  

（交付決定） 

第７条 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を補助金等交付申請調書

（様式第３号）を作成し助成金の交付の可否を決定し、由利本荘市資格取得支援助成金交付

（不交付）決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

  

（交付請求） 

第８条 助成金の交付決定を受けた者は、由利本荘市資格取得支援助成金交付請求書（様式第

５号）により市長に助成金の交付請求をするものとする。 

  

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２９年１月１日から施行する。 



この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


